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１【提出理由】

　当社第24回定時株主総会において決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の５第４項及び企業内容等

の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。

 

２【報告内容】

(1)当該株主総会が開催された年月日

平成27年６月26日

 

(2)当該決議事項の内容

第１号議案　定款一部変更の件

監査等委員会設置会社へ移行するための変更、非業務執行取締役と責任限定契約を締結できる旨の規

定の新設、および取締役会の招集手続・決議方法に関する規定の一部変更等を行うものであります。

第２号議案　取締役（監査等委員である取締役を除く。）９名選任の件

取締役（監査等委員である取締役を除く。）として、菊地俊雄、村田弘行、林裕朗、齋藤淳夫、佐山

靖、谷英樹、石川真康、林和久、小磯裕を選任するものであります。

第３号議案　監査等委員である取締役３名選任の件

監査等委員である取締役として、湯澤一、飯塚勝巳、伊藤一を選任するものであります。

第４号議案　補欠の監査等委員である取締役２名選任の件

補欠の監査等委員である取締役として、武内修康、小林健彦を選任するものであります。

第５号議案　取締役（監査等委員である取締役を除く。）の報酬等の額設定の件

取締役（監査等委員である取締役を除く。）の報酬等の額（使用人兼務取締役の使用人分給与は含ま

ない。）を年額360百万円以内とすること、および金額、支給時期の決定は、取締役会の決議による

こととするものであります。

第６号議案　監査等委員である取締役の報酬等の額設定の件

監査等委員である取締役の報酬等の額を年額30百万円以内とすること、および金額、支給時期の決定

は、監査等委員である取締役の協議によることとするものであります。
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(3)当該決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件

並びに当該決議の結果

 

決議事項 賛成（個） 反対（個） 棄権（個） 可決要件
決議の結果

（賛成の割合）

第１号議案

定款一部変更の件

 

215,707

 

2,033

 

0

（注）１

 

 

可決（98.4％）

第２号議案

取締役（監査等委員である取締役を

除く。）９名選任の件

   

（注）２

 

 

 

菊地　俊雄 213,675 4,056 0  可決（97.5％）

村田　弘行 214,168 3,563 0  可決（97.7％）

林　　裕朗 214,167 3,564 0  可決（97.7％）

齋藤　淳夫 214,150 3,581 0  可決（97.7％）

佐山　　靖 214,014 3,717 0  可決（97.6％）

谷　　英樹 214,168 3,563 0  可決（97.7％）

石川　真康 214,009 3,722 0  可決（97.6％）

林　　和久 215,969 1,762 0  可決（98.5％）

小磯　　裕 215,576 2,155 0  可決（98.3％）

第３号議案

監査等委員である取締役３名選任の

件

   

（注）２

 

 

 

湯澤　　一 216,101 1,602 0  可決（98.6％）

飯塚　勝巳 216,242 1,461 0  可決（98.6％）

伊藤　　一 216,483 1,220 0  可決（98.8％）

第４号議案

補欠の監査等委員である取締役２名

選任の件

   

（注）２

 

 

 

武内　修康 217,155 584 0  可決（99.1％）

小林　健彦 193,996 23,743 0  可決（88.5％）

第５号議案

取締役（監査等委員である取締役を

除く。）の報酬等の額設定の件

216,268 1,471 0

（注）３

 

 

可決（98.7％）

第６号議案

監査等委員である取締役の報酬等の

額設定の件

216,369 1,370 0

（注）３

 

 

可決（98.7％）

（注）１．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決

権の３分の２以上の賛成であります。

２．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決

権の過半数の賛成であります。

３．出席した議決権を行使できる株主の議決権の過半数の賛成であります。

４．出席した株主の議決権の数（事前行使分及び当日出席分）は219,105個であり、賛成の割合は、出席した株主

の議決権数に対する割合であります。
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(4)議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由

　　本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できたものを集計したこ

とにより、各決議事項が可決されるための要件を満たし、会社法上適法に決議が成立したため、本総会出席株主

のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない議決権数は加算しておりません。

 

以　上
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